
  一 

国
家
情
報
会
議
設
置
法
案
に
対
す
る
修
正
案 

国
家
情
報
会
議
設
置
法
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
発
生
」
の
下
に
「
又
は
そ
れ
に
よ
る
被
害
」
を
加
え
、
「
資
す
る
」
を
「
お
い
て
そ
の
政
策
決
定
に
必
要
と
な

る
」
に
、
「
次
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

重
要
情
報
活
動
の
実
施
又
は
外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
に
際
し
て
の
国
民
の
基
本
的
人
権
の
不
当
な
侵
害
の
防
止
及
び

こ
れ
ら
に
従
事
す
る
職
員
の
政
治
的
中
立
性
の
確
保
の
た
め
の
方
策 

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
国
会
へ
の
報
告
等
） 

第
十
四
条 

政
府
は
、
毎
年
少
な
く
と
も
一
回
、
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
会
議
の
調
査
審
議
の
結
果
並
び
に

重
要
情
報
活
動
の
実
施
及
び
外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
の
状
況
に
つ
い
て
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る
も
の
と

す
る
。 

 

附
則
第
一
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 



 

二 

た
だ
し
、
附
則
第
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
検
討
） 

第
六
条 

政
府
は
、
重
要
情
報
活
動
の
実
施
若
し
く
は
外
国
情
報
活
動
へ
の
対
処
に
際
し
て
国
民
の
基
本
的
人
権
が
不
当
に
侵

害
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
に
従
事
す
る
職
員
の
政
治
的
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
等
を
独
立
し
た
公
正

な
立
場
に
お
い
て
検
証
し
、
及
び
監
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
新
た
な
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
可
能
な
限
り
早
い
時
期
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

  


